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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　便器のボウル部であって光触媒層が形成されたボウル部に紫外線を照射する光源装置と
、
　着座面を有する便座と、
　前記便座の内部に設けられ前記着座面を加熱する加熱手段と、
　前記光源装置と前記加熱手段を制御する制御部と、
　を備え、
　前記制御部は、前記光源装置が前記紫外線を照射している場合には、前記加熱手段への
通電を停止する制御または前記加熱手段への投入電力を低下させる制御を実行することを
特徴とするトイレ装置。
【請求項２】
　開閉自在に設けられた便蓋をさらに備え、
　前記光源装置は、前記便蓋が閉じた状態において前記着座面に対向する前記便蓋の面に
設けられ、
　前記制御部は、前記光源装置が前記紫外線を照射するときには、前記便蓋を閉じた状態
とする制御を実行することを特徴する請求項１記載のトイレ装置。
【請求項３】
　前記制御部は、前記光源装置が前記紫外線の照射を停止してから所定時間が経過した後
に前記加熱手段への通電を再開する制御または前記加熱手段への投入電力を上昇させる制
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御を実行することを特徴とする請求項１または２に記載のトイレ装置。
【請求項４】
　外気温を検知する外気温検知センサをさらに備え、
　前記制御部は、前記外気温検知センサが検知した外気温に基づいて、前記光源装置が前
記紫外線を照射しているときの前記加熱手段への投入電力を制御することを特徴とする請
求項１～３のいずれか１つに記載のトイレ装置。
【請求項５】
　前記便蓋は、
　　前記光源装置へ向かう空気を通す空気吸入口と、
　　前記便蓋が閉じた状態において前記着座面の上に設けられ、前記空気吸入口を通り前
記光源装置の熱で暖められ前記着座面へ向かって排出される空気を通す排出口と、
　を有することを特徴とする請求項２記載のトイレ装置。
【請求項６】
　前記便蓋は、前記便蓋が閉じた状態において前記着座面と当接し前記光源装置の熱を前
記着座面へ伝える便座当接部を有することを特徴とする請求項２記載のトイレ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の態様は、一般的に、トイレ装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　便器をより清潔に保つために、光触媒層が便器の便鉢の表面に形成された便器がある（
特許文献１）。特許文献１に開示された防汚設備では、光触媒層の機能を発揮させるため
の紫外線照射装置が設けられている。紫外線照射装置は、出射部としての紫外線ＬＥＤを
有し、便器の便鉢の表面に紫外線を照射する。紫外線ＬＥＤは、使用者の臀部を温水で洗
浄するためのノズルのノズル本体に設けられている。また、特許文献１には、紫外線ＬＥ
Ｄと、紫外線ＬＥＤを制御する制御基板と、がともにノズル本体に設けられた構造が例示
されている。
【０００３】
　特許文献１に開示された防汚装置では、紫外線ＬＥＤが発光する際には、紫外線ＬＥＤ
および制御基板の双方が発熱して高温となる傾向にある。そこで、冷却流路および冷却配
管が設けられている。すなわち、特許文献１には、冷却流路および冷却配管により紫外線
ＬＥＤおよび制御基板を冷却し、耐久性を向上させる技術が開示されている。
【０００４】
　一方、使用者が快適にトイレ装置を使用できるように、便座を暖める暖房便座が知られ
ている。暖房便座が設けられたトイレ装置において、特許文献１に開示された構造を採用
した場合には、光源装置の発熱および制御基板の発熱とは別の問題が生ずる。具体的には
、光源装置が紫外線を照射している際には、暖房便座の熱、制御基板の熱および光源装置
の熱により、便器のボウル部の温度が上昇する。すると、紫外線照射により殺菌あるいは
抗菌を行っているにもかかわらず、ボウル部に付着した菌の繁殖を助長するという問題や
、光源装置の熱により、便座の着座面が熱くなるという問題が生ずる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００６－３１６６０７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、かかる課題の認識に基づいてなされたものであり、便器のボウル部の温度が
過度に上昇することを抑え、菌の繁殖を抑制することができるトイレ装置を提供すること
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を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　第１の発明は、便器のボウル部であって光触媒層が形成されたボウル部に紫外線を照射
する光源装置と、着座面を有する便座と、前記便座の内部に設けられ前記着座面を加熱す
る加熱手段と、前記光源装置と前記加熱手段を制御する制御部と、を備え、前記制御部は
、前記光源装置が前記紫外線を照射している場合には、前記加熱手段への通電を停止する
制御または前記加熱手段への投入電力を低下させる制御を実行することを特徴とするトイ
レ装置である。
【０００８】
　このトイレ装置によれば、便器のボウル部の温度が過度に上昇することを抑えることが
できる。そのため、ボウル部の表面の汚れの原因の１つとなる菌の繁殖を抑制し、紫外線
の照射により効果的な殺菌あるいは抗菌を行うことができる。これにより、長い間にわた
って、清潔なボウル部を有するトイレ装置を提供することができる。　
　また、制御部が加熱手段への通電を停止しても、あるいは制御部が加熱手段への投入電
力を低下させても、便座の着座面は、光源装置から伝わる熱により暖められる。そのため
、使用者にとって快適な便座の温度を維持することができる。
【０００９】
　第２の発明は、第１の発明において、開閉自在に設けられた便蓋をさらに備え、前記光
源装置は、前記便蓋が閉じた状態において前記着座面に対向する前記便蓋の面に設けられ
、前記制御部は、前記光源装置が前記紫外線を照射するときには、前記便蓋を閉じた状態
とする制御を実行することを特徴するトイレ装置である。
【００１０】
　このトイレ装置によれば、光源装置は、便蓋が閉じた状態で紫外線を照射する。そのた
め、紫外線による人体への影響を抑制することができる。また、光源装置は、便蓋が閉じ
た状態において着座面に対向する便蓋の面に設けられている。そのため、光源装置から着
座面までの距離は、光源装置からボウル部までの距離よりも短い。そのため、光源装置の
熱は、ボウル部と比較して、着座面に効率的に伝わる。これにより、便座の温度が過度に
低下することを抑え、使用者にとって快適な便座の温度を維持することができる。
【００１１】
　第３の発明は、第１または第２の発明において、前記制御部は、前記光源装置が前記紫
外線の照射を停止してから所定時間が経過した後に前記加熱手段への通電を再開する制御
または前記加熱手段への投入電力を上昇させる制御を実行することを特徴とするトイレ装
置である。
【００１２】
　このトイレ装置によれば、便器のボウル部の温度が過度に上昇することを抑え、菌の繁
殖の助長を抑制することができる。すなわち、制御部が光源装置からの紫外線の照射を停
止した直後では、余熱がボウル部に残っている。そのため、光源装置からの紫外線の照射
を停止した直後に制御部が加熱手段への通電を再開あるいは加熱手段への投入電力を上昇
させると、ボウル部の温度が上昇する場合がある。すると、ボウル部に僅かに残った菌の
繁殖が助長される。これに対して、このトイレ装置では、光源装置からの紫外線の照射を
停止してから所定時間が経過した後に、制御部は、加熱手段への通電を再開あるいは加熱
手段への投入電力を上昇させる。そのため、便器のボウル部の温度が過度に上昇すること
を抑え、菌の繁殖の助長を抑制することができる。また、長い間にわたって、清潔なボウ
ル部を有するトイレ装置を提供することができる。
【００１３】
　第４の発明は、第１～第３のいずれか１つの発明において、外気温を検知する外気温検
知センサをさらに備え、前記制御部は、前記外気温検知センサが検知した外気温に基づい
て、前記光源装置が前記紫外線を照射しているときの前記加熱手段への投入電力を制御す
ることを特徴とするトイレ装置である。
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【００１４】
　このトイレ装置によれば、菌が繁殖しやすい夏場などのように外気温が高い時期でも、
菌の繁殖を抑えることができる。　
　すなわち、例えば、夏場の気温は冬場の気温よりも高いため、菌が繁殖しやすい。その
ため、制御部は、外気温検知センサが検知した外気温が所定温度よりも高い場合には、光
源装置が紫外線を照射している際に加熱手段への投入電力を低下させるのではなく、加熱
手段２１０への通電を停止する。これにより、外気温が高い時期でも菌の繁殖を抑えるこ
とができる。　
　一方で、制御部は、外気温検知センサが検知した外気温が所定温度よりも低い場合には
、光源装置が紫外線を照射している際に加熱手段への通電を停止するのではなく、加熱手
段への投入電力を低下させる。これにより、菌の繁殖を抑制しつつ、外気温が低い時期で
も使用者にとって快適な便座の温度を維持することができる。
【００１５】
　第５の発明は、第２の発明において、前記便蓋は、前記光源装置へ向かう空気を通す空
気吸入口と、前記便蓋が閉じた状態において前記着座面の上に設けられ、前記空気吸入口
を通り前記光源装置の熱で暖められ前記着座面へ向かって排出される空気を通す排出口と
、を有することを特徴とするトイレ装置である。
【００１６】
　このトイレ装置によれば、空気吸入口を通過した空気に対して光源装置の熱を効率よく
伝えることができる。そのため、光源装置の熱を便座に伝えることができる。これにより
、使用者にとって快適な便座の温度を維持することができる。また、便蓋から排出された
空気は、主として着座面に当たる。そのため、光源装置の熱は、ボウル部には比較的伝わ
りにくい。そのため、菌の繁殖の助長を抑えることができる。
【００１７】
　第６の発明は、第２の発明において、前記便蓋は、前記便蓋が閉じた状態において前記
着座面と当接し前記光源装置の熱を前記着座面へ伝える便座当接部を有することを特徴と
するトイレ装置である。
【００１８】
　このトイレ装置によれば、伝熱効果を利用して、光源装置の熱を便座に効率よく伝える
ことができる。これにより、使用者にとって快適な便座の温度を維持することができる。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明の態様によれば、便器のボウル部の温度が過度に上昇することを抑え、菌の繁殖
を抑制することができるトイレ装置が提供される。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の実施の形態にかかるトイレ装置を表す模式的断面図である。
【図２】本実施形態にかかるトイレ装置の要部構成を表すブロック図である。
【図３】光触媒層の一例を例示する模式的断面図である。
【図４】本実施形態にかかるトイレ装置と比較例にかかるトイレ装置との間の比較検討結
果の一例を例示する比較図である。
【図５】本実施形態にかかるトイレ装置の動作の具体例を例示するタイミングチャート図
である。
【図６】比較例にかかるトイレ装置の動作の具体例を例示するタイミングチャート図であ
る。
【図７】比較例にかかるトイレ装置の動作の他の具体例を例示するタイミングチャート図
である。
【図８】本実施形態の光源装置の熱を便座に伝える構造の具体例を例示する模式図である
。
【図９】本実施形態の光源装置の熱を便座に伝える構造の他の具体例を例示する模式図で
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ある。
【図１０】本実施形態の光源装置の熱を便座に伝える構造のさらに他の具体例を例示する
模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照しつつ説明する。なお、各図面中、同様
の構成要素には同一の符号を付して詳細な説明は適宜省略する。　
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照しつつ説明する。なお、各図面中、同様
の構成要素には同一の符号を付して詳細な説明は適宜省略する。　
　図１は、本発明の実施の形態にかかるトイレ装置を表す模式的断面図である。　
　図２は、本実施形態にかかるトイレ装置の要部構成を表すブロック図である。　
　図３は、光触媒層の一例を例示する模式的断面図である。
【００２２】
　図１に表したトイレ装置１０は、洋式腰掛便器（以下説明の便宜上、単に「便器」と称
する）８００と、その上に設けられた衛生洗浄装置１００と、を備える。衛生洗浄装置１
００は、ケーシング４００と、便座２００と、便蓋３００と、を有する。便座２００と便
蓋３００とは、ケーシング４００に対して開閉自在にそれぞれ軸支されている。例えば、
便座２００と便蓋３００とは、便器８００に対して開閉自在にそれぞれ軸支されていても
よい。便蓋３００は、閉じた状態で便座２００の上を覆うことができる。
【００２３】
　便器８００は、ボウル部８０１を有する。便蓋３００が閉じている状態では、ボウル部
８０１は、便蓋３００により覆われる。ボウル部８０１の表面には、光触媒層（「光触媒
膜」ともいう）８０３が形成されている。　
　本願明細書において、「光触媒」とは、光を照射すると、酸化作用および還元作用の少
なくともいずれかが促進されるものをいう。その結果、雑菌や細菌や臭気物質などの有機
物を分解する分解作用と、表面が水に濡れやすい親水作用と、菌の繁殖を抑制するあるい
は菌の活動を停止させる抗菌作用と、を得ることができる。光触媒層８０３が形成された
ボウル部８０１は、汚物の付着を抑制したり、汚物を分解したり、付着した水垢を容易に
除去できるため、便器８００の清掃負担を軽減し、きれいな便器８００を維持することが
できる。
【００２４】
　具体的には、光触媒層８０３が形成されたボウル部８０１の表面に紫外線を照射すると
、その紫外線および空気中の水や酸素などにより、ボウル部８０１の表面に活性酸素が発
生する。その活性酸素は、ボウル部８０１の表面に付着した汚れや雑菌や細菌や臭気物質
などを分解する。また、その活性酸素は、揮発性有機化合物（ＶＯＣ：Volatile Organic
 Compounds）なども分解する。そのため、光触媒の分解作用により、ボウル部８０１の表
面の抗菌や防汚や防臭を行うことができる。
【００２５】
　また、光触媒層８０３が形成されたボウル部８０１の表面に紫外線を照射すると、その
表面には周囲の水との結合による親水基（－ＯＨ）が表出する。これにより、ボウル部８
０１の表面は、水になじむようになり、濡れやすくなる（親水作用）。すなわち、ボウル
部８０１の表面には水滴ができず、水が表面に濡れ広がるようになる。そして、予めボウ
ル部８０１の表面を親水化することにより、汚れは、ボウル部８０１の表面に濡れ広がっ
た水の表面に付着することになる。さらに、ボウル部８０１の洗浄に用いる洗浄水がボウ
ル部８０１の表面とその表面に付着した汚れとの間に入り込み、汚れを浮かして流す。そ
のため、光触媒の親水作用により、ボウル部８０１の表面の防汚や防曇が可能となる。
【００２６】
　これらによれば、紫外線の照射と、光触媒の分解作用、親水作用および抗菌作用と、の
相乗効果により効果的にボウル部８０１の抗菌や防汚や防臭を行うことができる。このよ
うな「光触媒」の材料としては、例えば、金属の酸化物を用いることができる。そのよう
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な酸化物としては、例えば、酸化チタン（ＴｉＯｘ）、酸化亜鉛（ＺｎＯｘ）、酸化スズ
（ＳｎＯｘ）、酸化ジルコニウム（ＺｒＯｘ）などを挙げることができる。これらのうち
でも、特に、酸化チタンは、光触媒として活性であり、また、安定性や安全性などの点で
も優れる。
【００２７】
　本願明細書において、「紫外線」とは、波長が約３８８ｎｍ以下の光をいう。本実施形
態の光触媒層８０３は、波長が約３８８ｎｍ以下の紫外線をより多く吸収する特性を有す
る。つまり、本実施形態の光触媒層８０３は、波長が約３８８ｎｍ以下の紫外線が照射さ
れると励起され、光触媒活性を発現する。
【００２８】
　例えば、図３に表したように、光触媒層８０３は、バリア層８０３ａと、機能層８０３
ｂと、を有する。例えば、光触媒層８０３としては、ＴｉＯ２／ＺｒＯ２系触媒焼成膜が
用いられる。例えば、バリア層８０３ａにおけるＴｉＯ２とＺｒＯ２との配合比率は、機
能層８０３ｂにおけるＴｉＯ２とＺｒＯ２との配合比率とそれぞれ異なる。但し、図３に
表した光触媒層８０３は、一例である。本実施形態の光触媒層８０３は、これだけに限定
されるわけではない。
【００２９】
　図１に表したように、便蓋３００は、光源装置３１０を有する。光源装置３１０は、便
蓋３００が閉じた状態において、便蓋３００の面であって便座２００の着座面２０１に対
向する面（裏面あるいは内面）３０１に付設されている。但し、光源装置３１０の設置形
態は、これだけに限定されるわけではない。例えば、光源装置３１０は、便蓋３００の内
部に設けられていてもよい。例えば、光源装置３１０は、ケーシング４００の内部に設け
られていてもよいし、ケーシング４００の表面に付設されていてもよい。光源装置３１０
は、ボウル部８０１に紫外線を照射することができる。光源装置３１０としては、例えば
冷陰極管やＬＥＤ（Light Emitting Diode）などが用いられる。
【００３０】
　便座２００の内部には、加熱手段２１０が設けられている。加熱手段２１０は、通電さ
れて発熱することにより、便座２００の着座面２０１を加熱し暖めることができる。加熱
手段２１０としては、いわゆる「チュービングヒータ」や、「シーズヒータ」、「ハロゲ
ンヒータ」、「カーボンヒータ」などが用いられる。また、加熱手段２１０の形状は、ワ
イヤ状やシート状やメッシュ状などのいずれであってもよい。
【００３１】
　図２に表したように、例えばケーシング４００の内部には、制御部４１０と、入室検知
センサ４０２と、人体検知センサ４０３と、着座検知センサ４０４と、便蓋開閉検知セン
サ４０５と、外気温検知センサ４０６と、便蓋開閉駆動装置４２０と、が設けられている
。制御部４１０は、例えば入室検知センサ４０２、人体検知センサ４０３、着座検知セン
サ４０４あるいは外気温検知センサ４０６から送信される検知信号に基づいて制御信号を
送信し、便蓋開閉駆動装置４２０、光源装置３１０あるいは加熱手段２１０の動作を制御
することができる。
【００３２】
　入室検知センサ４０２は、トイレ室のドアを開けて入室した直後の使用者や、トイレ室
に入室しようとしてドアの前に存在する使用者を検知することができる。つまり、入室検
知センサ４０２は、トイレ室に入室した使用者だけではなく、トイレ室に入室する前の使
用者、すなわちトイレ室の外側のドアの前に存在する使用者を検知することができる。こ
のような入室検知センサ４０２としては、焦電センサや、ドップラーセンサなどのマイク
ロ波センサなどを用いることができる。マイクロ波のドップラー効果を利用したセンサや
、マイクロ波を送信し反射したマイクロ波の振幅（強度）に基づいて被検知体を検出する
センサなどを用いた場合、トイレ室のドア越しに使用者の存在を検知することが可能とな
る。つまり、トイレ室に入室する前の使用者を検知することができる。
【００３３】
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　人体検知センサ４０３は、便器８００の前方にいる使用者、すなわち便座２００から前
方へ離間した位置に存在する使用者を検知することができる。つまり、人体検知センサ４
０３は、トイレ室に入室して便座２００に近づいてきた使用者を検知することができる。
このような人体検知センサ４０３としては、例えば、赤外線投受光式の測距センサなどを
用いることができる。
【００３４】
　着座検知センサ４０４は、使用者が便座２００に着座する直前において便座２００の上
方に存在する人体や、便座２００に着座した使用者を検知することができる。すなわち、
着座検知センサ４０４は、便座２００に着座した使用者だけではなく、便座２００の上方
に存在する使用者を検知することができる。このような着座検知センサ４０４としては、
例えば、赤外線投受光式の測距センサなどを用いることができる。
【００３５】
　便蓋開閉検知センサ４０５は、便蓋３００の開閉状態を検知することができる。便蓋開
閉検知センサ４０５としては、例えば、ホールＩＣと磁石との組み合わせ、またはマイク
ロスイッチなどが用いられる。　
　便蓋開閉駆動装置４２０は、制御部４１０から送信された信号に基づいて便蓋３００を
開いたり閉じたりすることができる。　
　外気温検知センサ４０６は、トイレ装置１０が設置された場所（例えばトイレルームな
ど）の外気温を検知することができる。
【００３６】
　図４は、本実施形態にかかるトイレ装置と比較例にかかるトイレ装置との間の比較検討
結果の一例を例示する比較図である。　
　図１および図２に関して前述したように、本実施形態にかかるトイレ装置１０は、光源
装置３１０と、加熱手段２１０と、を備える。光源装置３１０は、便器８００のボウル部
８０１に紫外線を照射する。加熱手段２１０は、便座２００の着座面２０１を加熱し暖め
る。そのため、光源装置３１０が紫外線を照射している際には、光源装置３１０の熱およ
び加熱手段２１０の熱により、便器８００のボウル部８０１の温度が上昇する場合がある
。
【００３７】
　すなわち、例えば、図４に表した比較図の「比較例」のように、便座２００を保温する
ときの発熱量あるいは投入電力量が「５」であるとする。このとき、発熱量あるいは投入
電力量を表す数値「５」の単位は、任意単位である。
【００３８】
　一方、例えば、光源装置３１０が紫外線を照射するときの発熱量あるいは投入電力量が
「５」であるとする。このとき、発熱量あるいは投入電力量を表す数値「５」の単位は、
任意単位である。また、光源装置３１０が紫外線を照射している場合において、便座２０
０を保温するときの発熱量あるいは投入電力量は、「５」のままであるとする。
【００３９】
　この場合において、光源装置３１０が紫外線を照射している際には、光源装置３１０の
発熱量および加熱手段２１０の発熱量の合計は、「１０」となる。あるいは、光源装置３
１０が紫外線を照射している際には、光源装置３１０の投入電力量および加熱手段２１０
の投入電力量の合計は、「１０」となる。
【００４０】
　例えば、光源装置３１０が冷陰極管である場合には、１本の冷陰極管の消費電力は、立
ち上がり時において約１４ワット（Ｗ）程度、安定時において約４Ｗ程度である。例えば
、加熱手段２１０の消費電力は、起動時において約５００Ｗ程度、保温時において約５０
Ｗ程度である。そのため、例えば、２本の冷陰極管が用いられている場合には、冷陰極管
の立ち上がり時および加熱手段２１０の起動時において、消費電力の合計が約５２８Ｗ程
度となることがある。
【００４１】
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　これにより、便器８００のボウル部８０１の温度が上昇する場合がある。すると、図４
に表した比較図の「菌の繁殖」のように、光源装置３１０が紫外線を照射し殺菌あるいは
抗菌を行っているにもかかわらず、菌の繁殖が便座２００を保温しているときと比較して
加速される。つまり、ボウル部８０１に付着した菌の繁殖が助長される。また、光源装置
３１０の熱により、便座２００の着座面２０１の温度が上昇することがある。
【００４２】
　これに対して、本実施形態の制御部４１０は、光源装置３１０が紫外線を照射している
場合には加熱手段２１０への通電を停止する制御を実行する。あるいは、本実施形態の制
御部４１０は、光源装置３１０が紫外線を照射している場合には加熱手段２１０への投入
電力を、光源装置３１０が紫外線を照射していない場合または照射する前よりも低下させ
る。制御部４１０は、例えばサーミスタなどの温度検知部の検知結果（検知温度）に基づ
いて加熱手段２１０への投入電力を制御している場合には、サーミスタの設定温度を、光
源装置３１０が紫外線を照射していない場合または照射する前よりも低下させてもよい。
【００４３】
　すなわち、例えば、図４に表した比較図の「本実施形態」のように、便座２００を保温
するときの発熱量あるいは投入電力量が「５」であるとする。これは、「比較例」におけ
る発熱量あるいは投入電力量と同様である。
【００４４】
　一方、例えば、光源装置３１０が紫外線を照射するときの発熱量あるいは投入電力量が
「５」であるとする。これも、「比較例」における発熱量あるいは投入電力量と同様であ
る。ここで、本実施形態の制御部４１０は、光源装置３１０が紫外線を照射している場合
において、便座２００を保温するときの発熱量あるいは投入電力量を「５」から「０～２
」へ変更する。便座２００の着座面２０１は、光源装置３１０から排出される熱（伝わる
熱）により暖められる。
【００４５】
　本実施形態によれば、便器８００のボウル部８０１の温度が過度に上昇することを抑え
ることができる。そのため、ボウル部８０１の表面の汚れの原因の１つとなる菌の繁殖を
抑制し、紫外線の照射により効果的な殺菌あるいは抗菌を行うことができる。これにより
、長い間にわたって、清潔なボウル部８０１を有するトイレ装置１０を提供することがで
きる。　
　また、制御部４１０が加熱手段２１０への通電を停止しても、あるいは制御部４１０が
加熱手段２１０への投入電力を低下させても、便座２００の着座面２０１は、光源装置３
１０から伝わる熱により暖められる。そのため、使用者にとって快適な便座２００の温度
を維持することができる。
【００４６】
　制御部４１０は、外気温検知センサ４０６が検知した検知結果（外気温）に基づいて、
光源装置３１０が紫外線を照射している際の加熱手段２１０への投入電力を決定する制御
を実行してもよい。
【００４７】
　これによれば、菌が繁殖しやすい夏場などのように外気温が高い時期でも、菌の繁殖を
抑えることができる。　
　すなわち、例えば、夏場の気温は冬場の気温よりも高いため、菌が繁殖しやすい。その
ため、制御部４１０は、外気温検知センサ４０６が検知した外気温が所定温度よりも高い
場合には、光源装置３１０が紫外線を照射している場合に加熱手段２１０への投入電力を
、光源装置３１０が紫外線を照射していない場合または照射する前よりも低下させるので
はなく、加熱手段２１０への通電を停止する。これにより、外気温が高い時期でも菌の繁
殖を抑えることができる。　
　一方で、制御部４１０は、外気温検知センサ４０６が検知した外気温が所定温度よりも
低い場合には、光源装置３１０が紫外線を照射している場合に加熱手段２１０への通電を
停止するのではなく、加熱手段２１０への投入電力を、光源装置３１０が紫外線を照射し
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ていない場合または照射する前よりも低下させる。これにより、菌の繁殖を抑制しつつ、
外気温が低い時期でも使用者にとって快適な便座２００の温度を維持することができる。
【００４８】
　次に、本実施形態にかかるトイレ装置の動作の具体例について、図面を参照しつつ説明
する。　
　図５は、本実施形態にかかるトイレ装置の動作の具体例を例示するタイミングチャート
図である。　
　図６は、比較例にかかるトイレ装置の動作の具体例を例示するタイミングチャート図で
ある。　
　図７は、比較例にかかるトイレ装置の動作の他の具体例を例示するタイミングチャート
図である。
【００４９】
　まず、図６を参照しつつ、比較例にかかるトイレ装置の動作の具体例について説明する
。　
　図６は、加熱手段２１０が設けられていないトイレ装置あるいは便座２００の加熱を実
行しないトイレ装置において、使用者が便座２００に着座する場合の動作の一例を表して
いる。
【００５０】
　使用者がトイレルームに入室しトイレ装置１０に近づくと、人体検知センサ４０３が便
器８００の前方にいる使用者を検知する（タイミングｔ２１）。続いて、使用者が便座２
００に着座すると、着座検知センサ４０４は、便座２００に着座した使用者を検知する（
タイミングｔ２２）。使用者は、排泄行為を終了した後、便座２００から離座する。する
と、着座検知センサ４０４は、使用者が便座２００に着座していないことを検知する（タ
イミングｔ２３）。
【００５１】
　続いて、手動あるいは自動により、便器洗浄が行われる（タイミングｔ２４～ｔ２５）
。続いて、使用者がトイレ装置１０から離れると、人体検知センサ４０３は、使用者が便
器８００の前方にいないことを検知する（タイミングｔ２６）。便器洗浄が終了し（タイ
ミングｔ２５）且つ人体検知センサ４０３が非検知となって（タイミングｔ２６）から所
定時間（例えば６０秒間程度）が経過すると、光源装置３１０は、制御部４１０から送信
された信号に基づいて、紫外線をボウル部８０１に照射する（タイミングｔ２７～ｔ２８
）。
【００５２】
　次に、図７を参照しつつ、比較例にかかるトイレ装置の動作の他の具体例について説明
する。　
　図７は、加熱手段２１０が設けられていないトイレ装置あるいは便座２００の加熱を実
行しないトイレ装置において、使用者が便座２００に着座しない場合の動作の一例を表し
ている。
【００５３】
　使用者がトイレルームに入室しトイレ装置１０に近づくと、人体検知センサ４０３が便
器８００の前方にいる使用者を検知する（タイミングｔ３１）。続いて、使用者（例えば
男性）が便座２００を上げて小用行為を終了した後、手動あるいは自動により、便器洗浄
が行われる（タイミングｔ３２～ｔ３３）。タイミングｔ３４～ｔ３６の動作は、図６に
関して前述したタイミングｔ２６～ｔ２８の動作と同様である。
【００５４】
　次に、図５を参照しつつ、本実施形態にかかるトイレ装置１０の動作の具体例について
説明する。　
　本具体例のトイレ装置１０では、光源装置３１０は、便蓋３００が閉じた状態において
、便蓋３００の面であって便座２００の着座面２０１に対向する面３０１に付設されてい
る。　
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　例えば便器８００が使用されない時間が所定時間（例えば約８～１０時間程度）を経過
すると、光源装置３１０は、制御部４１０から送信された信号に基づいて、紫外線をボウ
ル部８０１に照射する（タイミングｔ１～ｔ２）。このとき、制御部４１０は、加熱手段
２１０への通電を停止する（タイミングｔ１～ｔ２）。
【００５５】
　つまり、例えば、制御部４１０は、光源装置３１０の発熱量を「０」から「２００」へ
変更し、加熱手段２１０の発熱量を「１００」から「０」へ変更する（タイミングｔ１～
ｔ２）。なお、発熱量を表す数値の単位は、任意単位である。これにより、本具体例の制
御部４１０が加熱手段２１０への通電を停止しない場合には、総発熱量（加熱手段２１０
の発熱量と光源装置３１０の発熱量との合計の発熱量）が「３００」となるところ、総発
熱量を「２００」に抑えることができる。
【００５６】
　なお、タイミングｔ１２に関して後述するように、制御部４１０は、光源装置３１０か
らの紫外線の照射を停止してから所定時間が経過した後に加熱手段２１０への通電を開始
あるいは加熱手段２１０への投入電力を上昇させてもよい。
【００５７】
　続いて、使用者がトイレルームに入室すると、入室検知センサ４０２は、トイレルーム
に入室した人体を検知する（タイミングｔ３）。すると、便蓋開閉駆動装置４２０は、制
御部４１０から送信された信号に基づいて便蓋３００を開く。これにより、便蓋開閉検知
センサ４０５は、便蓋３００の開く動作が開始されたことを検知する（タイミングｔ３）
。
【００５８】
　続いて、トイレ装置１０に近づくと、人体検知センサ４０３が便器８００の前方にいる
使用者を検知する（タイミングｔ４）。続いて、使用者が便座２００に着座すると、着座
検知センサ４０４は、便座２００に着座した使用者を検知する（タイミングｔ５）。使用
者は、排泄行為を終了した後、便座２００から離座する。すると、着座検知センサ４０４
は、使用者が便座２００に着座していないことを検知する（タイミングｔ６）。続いて、
使用者がトイレ装置１０から離れると、人体検知センサ４０３は、使用者が便器８００の
前方にいないことを検知する（タイミングｔ７）。
【００５９】
　続いて、使用者が便座２００に着座していないことを着座検知センサ４０４が検知して
（タイミングｔ６）から所定時間（例えば約５秒間程度）が経過すると、便器洗浄が自動
的に行われる（タイミングｔ８～ｔ９）。続いて、使用者が便器８００の前方にいないこ
とを人体検知センサ４０３が検知して（タイミングｔ７）から所定時間（例えば約９０秒
間程度）が経過すると、便蓋開閉駆動装置４２０は、制御部４１０から送信された信号に
基づいて便蓋３００を閉じる。これにより、便蓋開閉検知センサ４０５は、便蓋３００が
閉じたたことを検知する（タイミングｔ１０）。
【００６０】
　便蓋３００が閉じた後に、光源装置３１０は、制御部４１０から送信された信号に基づ
いて、紫外線をボウル部８０１に照射する（タイミングｔ１０）。このとき、制御部４１
０は、加熱手段２１０への通電を停止する（タイミングｔ１０）。
【００６１】
　つまり、例えば、制御部４１０は、光源装置３１０の発熱量を「０」から「２００」へ
変更し、加熱手段２１０の発熱量を「１００」から「０」へ変更する（タイミングｔ１１
）。これにより、本具体例の制御部４１０が加熱手段２１０への通電を停止しない場合に
は、総発熱量が「３００」となるところ、総発熱量を「２００」に抑えることができる。
【００６２】
　続いて、制御部４１０は、制御部４１０は、光源装置３１０からの紫外線の照射を停止
する（タイミングｔ１１）。光源装置３１０からの紫外線の照射を停止してから所定時間
が経過すると、制御部４１０は、加熱手段２１０への通電を開始する（タイミングｔ１２
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）。
【００６３】
　これによれば、便器８００のボウル部８０１の温度が過度に上昇することを抑え、菌の
繁殖の助長を抑制することができる。すなわち、制御部４１０が光源装置３１０からの紫
外線の照射を停止した直後では、余熱がボウル部８０１に残っている。そのため、光源装
置３１０からの紫外線の照射を停止した直後に制御部４１０が加熱手段２１０への通電を
開始あるいは加熱手段２１０への投入電力を上昇させると、ボウル部８０１の温度が上昇
する場合がある。すると、ボウル部８０１に僅かに残った菌の繁殖が助長される。これに
対して、本具体例では、光源装置３１０からの紫外線の照射を停止してから所定時間が経
過した後に、制御部４１０は、加熱手段２１０への通電を開始する。そのため、便器８０
０のボウル部８０１の温度が過度に上昇することを抑え、菌の繁殖の助長を抑制すること
ができる。また、長い間にわたって、清潔なボウル部８０１を有するトイレ装置１０を提
供することができる。
【００６４】
　また、本具体例によれば、光源装置３１０は、便蓋３００が閉じた後に制御部４１０か
ら送信された信号に基づいて紫外線をボウル部８０１に照射する（タイミングｔ１０）。
そのため、紫外線による人体への影響を抑制することができる。また、光源装置３１０が
便蓋３００の裏面に設けられ、便蓋３００が閉じた状態であるため、光源装置３１０から
着座面２０１までの距離は、光源装置３１０からボウル部８０１までの距離よりも短い。
そのため、光源装置３１０の熱は、ボウル部８０１と比較して、着座面２０１に効率的に
伝わる。これにより、便座２００の温度が過度に低下することを抑え、使用者にとって快
適な便座２００の温度を維持することができる。
【００６５】
　次に、光源装置３１０の熱を便座２００に伝える構造の具体例について、図面を参照し
つつ説明する。　
　図８は、本実施形態の光源装置の熱を便座に伝える構造の具体例を例示する模式図であ
る。　
　図８（ａ）は、本具体例にかかるトイレ装置を表す模式的斜視図である。図８（ｂ）は
、図８（ａ）に表した切断面Ａ－Ａにおける模式的断面図である。
【００６６】
　本具体例にかかるトイレ装置１０ａでは、光源装置３１０は、便蓋３００が閉じた状態
において、便蓋３００の面であって便座２００の着座面２０１に対向する面３０１に付設
されている。光源装置３１０の熱は、輻射により便座２００に伝わる。　
　これによれば、特別な部材を必要とすることはなく、簡略的な構造により光源装置３１
０の熱を便座２００に伝え、使用者にとって快適な便座２００の温度を維持することがで
きる。
【００６７】
　図９は、本実施形態の光源装置の熱を便座に伝える構造の他の具体例を例示する模式図
である。　
　図９（ａ）は、本具体例にかかるトイレ装置を表す模式的斜視図である。図９（ｂ）は
、図９（ａ）に表した切断面Ｂ－Ｂにおける模式的断面図である。
【００６８】
　本具体例にかかるトイレ装置１０ｂでは、便蓋３００ｂは、上板３２１と、下板３２３
と、後板３２５と、を有する。上板３２１と、下板３２３と、後板３２５と、は、互いに
接合されている。上板３２１と、下板３２３と、後板３２５と、の間（便蓋３００ｂの内
部）には、空間３０３が形成されている。光源装置３１０は、便蓋３００ｂが閉じた状態
において、便蓋３００ｂの面であって便座２００の着座面２０１に対向する面３０１（下
板３２３の下面）に付設されている。
【００６９】
　後板３２５は、空気吸入口３２６を有する。空気吸入口３２６は、例えばケーシング４
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００（図１参照）の内部に設けられたファンから送られた空気を空間３０３へ通すことが
できる。　
　下板３２３は、排出口３２４を有する。排出口３２４は、便蓋３００ｂが閉じた状態に
おいて着座面２０１の上に設けられている。排出口３２４は、例えば図９に表したように
丸穴として形成されている。図９に表した具体例では、複数の排出口３２４が設けられて
いる。なお、排出口３２４は、１本あるいは複数本の細隙として形成されていてもよい。
【００７０】
　便蓋３００ｂの内部すなわち空間３０３には、仕切板３２８が設けられている。図９に
表した具体例では、２つの仕切板３２８が設けられている。光源装置３１０および空気吸
入口３２６は、２つの仕切板３２８の間に配置されている。
【００７１】
　図９（ａ）に表した矢印Ａ１および矢印Ａ２のように、空気吸入口３２６を通り便蓋３
００ｂの内部に流入した空気は、光源装置３１０の上を通り便蓋３００ｂの前方へ向かう
。このとき、光源装置３１０および空気吸入口３２６が２つの仕切板３２８の間に配置さ
れているため、空気吸入口３２６を通った空気が光源装置３１０の上を通ることなく排出
口３２４へ向かうことを抑制することができる。そのため、空気吸入口３２６を通った空
気は、より確実に、光源装置３１０の熱で暖められる。
【００７２】
　図９（ａ）に表した矢印Ａ３および矢印Ａ４のように、便蓋３００ｂの前方へ向かった
空気は、上板３２１と仕切板３２８との間の隙間を通り排出口３２４へ向かう。図９（ｂ
）に表した矢印Ａ５および矢印Ａ６のように、排出口３２４へ向かった空気は、排出口３
２４を通り便蓋３００ｂから着座面２０１へ向かって排出される。
【００７３】
　本具体例によれば、光源装置３１０の上を通過する空気に対して光源装置３１０の熱を
効率よく伝えることができる。そのため、光源装置３１０の熱を便座２００に伝えること
ができる。これにより、使用者にとって快適な便座２００の温度を維持することができる
。また、便蓋３００ｂから排出された空気は、主として着座面２０１に当たる。そのため
、光源装置３１０の熱は、ボウル部８０１には比較的伝わりにくい。そのため、菌の繁殖
の助長を抑えることができる。
【００７４】
　なお、本具体例では、空気吸入口３２６の代わりに、例えば空気吸入口３２６の位置に
ファンが設けられていてもよい。
【００７５】
　図１０は、本実施形態の光源装置の熱を便座に伝える構造のさらに他の具体例を例示す
る模式図である。　
　図１０（ａ）は、本具体例にかかるトイレ装置を表す模式的斜視図である。図１０（ｂ
）は、図１０（ａ）に表した切断面Ｃ－Ｃにおける模式的断面図である。
【００７６】
　本具体例にかかるトイレ装置１０ｃでは、光源装置３１０は、便蓋３００ｃが閉じた状
態において、便蓋３００ｃの面であって便座２００の着座面２０１に対向する面３０１に
付設されている。本具体例の便蓋３００ｃは、便座当接部３３１を有する。便座当接部３
３１は、便蓋３００ｃが閉じた状態において、便蓋３００ｃの面であって便座２００の着
座面２０１に対向する面３０１に付設されている。図１０（ｂ）に表したように、便座当
接部３３１は、便蓋３００ｃが閉じた状態において便座２００の着座面２０１と当接する
。便座当接部３３１の熱伝導率は、便蓋３００ｃおよび便座２００の一般的な材料（例え
ばポリプロピレンなど）の熱伝導率よりも高い。図１０（ｂ）に表した矢印Ａ１１および
矢印Ａ１２のように、光源装置３１０の熱は、便座当接部３３１を介して便座２００に伝
わる。
【００７７】
　本具体例によれば、伝熱効果を利用して、光源装置３１０の熱を便座２００に効率よく
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伝えることができる。これにより、使用者にとって快適な便座２００の温度を維持するこ
とができる。
【００７８】
　以上、本発明の実施の形態について説明した。しかし、本発明はこれらの記述に限定さ
れるものではない。前述の実施の形態に関して、当業者が適宜設計変更を加えたものも、
本発明の特徴を備えている限り、本発明の範囲に包含される。例えば、便蓋３００、３０
０ｂ、３００ｃなどが備える各要素の形状、寸法、材質、配置などや光源装置３１０、空
気吸入口３２６、排出口３２４、仕切板３２８および便座当接部３３１の設置形態などは
、例示したものに限定されるわけではなく適宜変更することができる。　
　また、前述した各実施の形態が備える各要素は、技術的に可能な限りにおいて組み合わ
せることができ、これらを組み合わせたものも本発明の特徴を含む限り本発明の範囲に包
含される。
【符号の説明】
【００７９】
　１０、１０ａ、１０ｂ、１０ｃ トイレ装置、　１００ 衛生洗浄装置、　２００ 便座
、　２０１ 着座面、　２１０ 加熱手段、　３００、３００ｂ、３００ｃ 便蓋、　３０
１ 面、　３０３ 空間、　３１０ 光源装置、　３２１ 上板、　３２３ 下板、　３２４ 
排出口、　３２５ 後板、　３２６ 空気吸入口、　３２８ 仕切板、　３３１ 便座当接部
、　４００ ケーシング、　４０２ 入室検知センサ、　４０３ 人体検知センサ、　４０
４ 着座検知センサ、　４０５ 便蓋開閉検知センサ、　４０６ 外気温検知センサ、　４
１０ 制御部、　４２０ 便蓋開閉駆動装置、　８００ 便器、　８０１ ボウル部、　８０
３ 光触媒層、　８０３ａ バリア層、　８０３ｂ 機能層

【図１】 【図２】

【図３】
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【図９】 【図１０】



(15) JP 6016116 B2 2016.10.26

【図５】 【図６】

【図７】
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